
 

令和５年度東京都農薬管理指導士養成研修及び成果確認試験実施要領 
   東京都農薬管理指導士認定事業実施要綱（以下、要綱という。）に基づく令和５年度の農薬管理指導士

養成研修並びに成果確認試験を次のとおり実施します。 
 

目 的 

東京都は、農薬の使用に関する安全性の確保を図る観点から、農薬による防除を専門と 

する防除業者、農業において農薬使用について責任ある立場の方などの資質向上を図る 

ため、農薬の取扱に関する指導的役割を果たすべき東京都農薬管理指導士を認定します。 

 

受 講 資 格 

 

勤務地を東京都内に有する農薬取扱者で、以下の①②③のいずれかに該当する者 

 ① 満 20才以上の農薬販売者又はその従業員で、現に農薬の販売を行っている者のうち、 

実務経験が２年以上ある者 

 ② 満 20才以上の防除業者等又はその従業員で現に防除を行っている者のうち、実務経験が 

２年以上ある者（植物検疫くん蒸業者、航空防除業者は除く） 

③ 満 20 才以上の農薬使用者に対して指導的立場にあり、実務経験が２年以上ある者 

開 催 方 法 
感染症拡大防止のため、養成研修の講義の動画（録画）を、インターネットを経由して受

講者の方へ配信します。動画配信期間の終了後、成果確認試験を試験会場にて実施します。 

※ＰＣやスマートフォン等の端末と、インターネット環境、メールアドレスが必要です。 

研修及び試験 

期 日 ・ 時 間 

会 場 

養成研修 成果確認試験 

講義動画配信期間 

令和５年 11 月 13日（月） 

～令和５年 11月 26日（日） 

令和５年 11 月 27日（月） 15：10 ～ 16：20 

国立オリンピック記念青少年総合センター 

（東京都渋谷区代々木神園町３－１） 

研修内容及び 

試 験 科 目 

 

 次に掲げる科目について講義の動画を配信し、配信期間終了後に受講内容に関する成果

確認試験を実施します。試験時間は70分とし、35問を択一方式で行います。 

 ・植物防疫一般、農薬一般、農薬取締法、毒物劇物取締法等の関係法令、病害虫・雑草防 

除等、農薬の安全性評価及び各種基準の設定、農薬の安全使用、危害防止対策等、農薬 

管理指導士の任務 

養成研修及び 

成果試験の受 

講・受検免除 

成果確認試験は、養成研修の全科目を受講（動画を視聴）した者のみ受験可能とします。 

ただし、下表の資格を有する者についてはその限りではありません。 

※ 上記資格で免除を受ける場合は、下記の問い合わせ先までご連絡下さい。 

資   格 養成研修 成果確認試験 

① 農薬安全コンサルタント   免除 受験可能 

② 緑の安全管理士   免除 受験可能 

③ 他道府県知事により農薬管理指導士に準ずる認

定を受けている者（東京都知事への届出必須） 
免除 免除 

申 請 書 類 

（各１部） 

① 受講申請書（別記様式第１号）※ 受講申請書のダウンロード手順  

東京都産業労働局農林水産部ホームページ⇒各種申請書類様式⇒東京都農薬管理指導士

認定事業（養成研修・更新研修）までクリックしていただき、東京都農薬管理指導士養成

研修の申し込み方法の「受講申請書は>>こちら<<をご使用ください」からダウンロードで

きます。 

② 申請者が勤務する事業所の農薬販売届の写し（農薬販売を行っている場合のみ） 

※メールアドレスを必ず記載してください。 

※申請書受理後、申請書にご記入のメールアドレスあてに、受講方法の詳細、講義動画の

ＵＲＬをお送りします。講義動画の配信期間までに受講案内メールが届かない場合はお

問い合わせください。 

受 講 申 請 

受 付 期 間 

 令和５年10月１日（日）～令和５年10月31日（火） 

 郵送の場合は、受付期間最終日の消印までを有効とします。 

※定員になり次第締め切らせていただきます。 

 
（裏面へ続く） 

 



 

 

 

提 出 先 及 び 

問い合わせ先 

郵送または電子申請による。 ※FAXでの申し込みは受け付けておりません。 

①郵送提出先 

〒163－8001 新宿区西新宿２丁目８番１号 

   東京都産業労働局農林水産部食料安全課生産環境担当 

   直通 03－5320－4834 

②電子申請 

（パソコン向け） 

https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/procInfo.do?govCode=13000&procCod

e=11017178 

（スマートフォン向け）  

https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/procInfoSmart.do?govCode=13000&pr

ocCode=11017178 

合格者の発表 
 試験合格者に対して、認定証を交付します。認定期間は令和６年４月１日から３年間です。

不合格者に対しては、別途文書で連絡します。（３月末日までに） 

そ の 他 

① 研修受講料は無料です。（講義の動画視聴にかかる通信料は受講者負担です） 

② 研修テキスト『農薬概説(2023) 発行編集：一般社団法人日本植物防疫協会』 

※テキストは研修受講者各自でご用意ください。(書店を通して注文するか、または一般社

団法人日本植物防疫協会に直接注文する等により購入してください。) 一般社団法人日 

本植物防疫協会オンラインストアにて購入してください。 

 

【推進団体】全国農業協同組合連合会東京都本部、（一社）日本造園組合連合会東京都支部、東京都植物防疫協会 
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